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○ 三重県議会及び議会改革にかかる職員アンケート     

 

 三重県議会の議会改革の取組を評価する一環として、三重県職員の考えを聞くアンケー

トを実施し、その結果を次のとおり取りまとめましたので、報告します。 

 

平成 22年3月16日 

 三重県議会議会改革諮問会議会長 江 藤 俊 昭 

 

 

＜アンケートの概要＞ 
１ 実施期間 

     平成２２年２月３日から１６日 
２ 回答率 

     ３０．６％（対象者数４，９２９名、回答者数１，５１０名） 

        うち 本庁部局 ３３．３％（対象者数２，１６５名） 

           地域機関 ２８．５％（対象者数２，７６４名） 

３ 回答者属性（項目ごとの回答者数及び構成比） 

① 所 属 

  本庁部局 ７２２名（４７．８％） 

  地域機関 ７８８名（５２．２％） 

② 役 職 

  部長級   ７名（ ０．５％）  次長級    ４３名（ ２．９％） 

  課長級 ２０７名（１３．７％）  課長補佐級 ４５３名（３０．０％） 

  係長級 ４２２名（２７．９％）  主事、技師 ３７８名（２５．０％） 
③ 県議会関係業務の経験 

  現在、県議会に直接関係する業務を行っている者      １００名（ ６．６％） 

  以前、県議会に直接関係する業務を行っていた者      ２２４名（１４．８％） 

  今まで、県議会に直接関係する業務を行ったことがない者 １，１８６名（７８．６％） 

※この調査では「県議会関係業務」を、各部の議会事務担当が行う県議会との窓口・調整などの業

務とし、議会の要請に基づく単発的な会議への出席や説明等は除いています。 

 

【参考】 

本調査は、三重県行政ＷＡＮに接続されている利用者を対象に、県行政内部の意見収集を行

うために運用されているアンケートシステムを活用して、実施しています。 

調査対象者は、本庁及び地域機関の職員とし、病院及び学校の一般行政職を含み、警察及

び派遣先の職員は除いています。 
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＜「開かれた議会」の取組に対する評価の理由＞ 

計６５９件のご意見をいただきました。その概要は次のとおりです。 

 

１ 「開かれた議会」は当然・必要とする意見（計２２２件） 

○県議会が広報活動を行うのは当然のこと  ○民意を把握するのは当然である 

○多様な県民等の意見を取り入れるのは重要 ○「開かれた議会」の活動は意義がある 

 

２ 「開かれた議会」の取組を評価する意見（計７９件） 

○積極的な取組姿勢を評価したい      ○全国に先駆けた取組をしている 

 

３ 「開かれた議会」の取組は不十分とする意見（計７５件） 

○民意が把握できているとは思えない    ○形式的なものに留まっている 

○活動内容はあまり周知されていない    ○活動の成果が見えない 

 

４ 一部の意見しか聞いていないとの意見（計５４件） 

○地元や後援組織の意見しか反映していない ○サイレントマジョリティの声が聞けていない 

○多様な県民等の意見が反映されているか疑問 

 

５ 参考人招致や公聴会の開催にかかる意見（計６４件） 

■肯定的な意見（２６件） 

○幅広い意見や専門的な見識を聞くことは必要 ○公の場で民意を聞ける機会となる 

■否定的な意見（３８件） 

○形式的でパフォーマンスに過ぎない   ○選任が恣意的で少数意見しか聞いていない 

 

６ 支援団体の要望聴取会にかかる意見（計４件） 

○支援団体の要望の場に執行部を同席させ回答させるのはいかがか 

 

７ 県議会の取組内容を知らない（計１２１件） 

○業務で議会と関わりがなくよく分からない  ○地域機関では県議会の実態が分からない 

 

８ 議員個人で民意を把握すればよい（計７件） 

 

９ 議会と執行機関とで取組が重複している（計８件） 

 

１０ その他（計２５件） 

○実施にかかる業務量がかなり多いなど 
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＜「監視・評価」の取組に対する評価の理由＞ 

計５１０件のご意見をいただきました。その概要は次のとおりです。 

 

【プラスの評価をする意見】 計２７２件 

１ 本会議や委員会等での質疑・議論が活発なため（計１３０件） 

○質問・意見により監視機能が働いている  ○会期日数の大幅な増加により強化された 

 

２ 執行機関の監視・評価は、議会の重要な役割だから（計９９件） 

○議会の存在自体が重要となっている    ○常に議会を意識して執行している 

 

３ 議会の意見により執行内容の変更等が生じた（計１７件） 

○執行内容の変更がこれまでにあった 

 

４ その他（計２６件） 

 

【マイナスの評価をする意見】 計１５５件 

５ 評価の質・内容に課題がある（計５７件） 

○理念的、抽象的、形式的なものが多い ○批判的で建設的な意見が少ない 

○課題の本質がつかめていない     ○県民への受け狙いが多い 

 

６ 議員の資質が課題（計３９件） 

○評価に必要な専門的知識が不足している ○本質的な評価がされていない 

 

７ 議員選出地域や後援団体等への利益誘導や要望活動となっている（計２４件） 

 

８ 監視・評価に際して民意の反映を（計７件） 

 

９ その他（計２８件） 

 

【その他の意見】 計８３件 

１０ 県議会の状況が分からない（計６６件） 

○業務で議会と関わりがなくよく分からない ○地域機関では県議会の実態が分からない 

 

１１ その他（計１７件） 
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【その他、県議会の役割や議会改革の取組、本会議、委員会等の運営に関する主なご意見】 

上記の設問のほか、計２２１件のご意見をいただきました。その主なものは次のとおりです。 

 

＜議会の役割・取組に関するもの＞ 

１ 議会の役割を再検討する必要がある（計２９件） 

○執行機関に対する影響力拡大に傾斜し過ぎ 

 

２ 議会は執行機関の監視・評価に専念すべき（計９件） 

３ 議会の責任について検討が必要ではないか（計１３件） 

４ 「開かれた議会」の取組がさらに求められる（計１１件） 

５ 議会機能の強化も費用対効果の観点から検証が必要（計８件） 

６ 行政への負担が増加しないように配慮してほしい（計１５件） 

 

＜議員に関するもの＞ 

７ 議員の資質向上が必要（計１７件） 

８ 特定の地域や団体等の利益代弁ではなく全県的な視点を持ってほしい（計１２件） 

９ 議員定数の削減や報酬を引下げる検討が必要ではないか（計２２件） 

 

＜会議の運営に関するもの＞計３１件 

○予算決算については他の委員会と重複した審議が多い 

○特別委員会は必要に応じて設置し成果の出る調査・検討が必要ではないか 

○他者と類似した質問や過去と同様の質問が出されることが多い 

○議会全体や委員会全体で意見集約されず議員の意見が個別に出される 

○委員会委員が毎年交代するためチェックが十分に働くとは考えにくい 

○委員会での説明事項や議論内容が委員以外には共有されていないのではないか 

○委員会では毎年テーマが変更され継続した議論がなされていない 

 

＜その他＞ 

10 地域機関では議会のことがよく分からない（計１５件） 

11 その他（計３０件） 

12 今回のアンケートに関して（計９件） 

○行政側が議会を評価するのはおかしい 

 

 


